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指摘事項一覧：「神宮外苑の環境と新国立競技場の調和と向上に関する提言」 

番号 指摘事項

指摘事項

１

提言内容は、受け取った方が何をどのようにすることを求められているのかが分かるよ

うに記述するべきである。

指摘事項

２

日本学術会議は、オリンピック開催について反対はしてこなかったことからオリンピッ

ク開催推進を前提とするものと認識。その前提を基に、人工地盤方式の見直しを提言する

には、オリンピック開催に向けて、主競技場の建設に人工地盤が必要な理由を独立行政法

人日本スポーツ振興センター（以下、「スポーツ振興センター」という。）がどのように述

べているのかの分析（人工地盤の下に収容される施設の必要性など）がないので記載すべ

き。また、この計画が公表されて相当の時間が経過しているので、人工地盤方式を取りや

めても主競技場の建設が問題なく行えるという実現可能性について言及するべき。

指摘事項

３

なお、人工地盤については都市計画において定められている事項であるため、都市計画を

見直してもスケジュール的に実現可能であることの説明が必要。

指摘事項

４

さらに、オリンピック開催に向けて、新国立競技場の改築スケジュールは時間的な余裕が

少ない状況であり、何故計画が公表された直後ではなく、現時点で人工地盤に反対を主張

するのか、特段の理由について説明が必要。

指摘事項

５

日本学術会議の提言は科学の観点から述べる必要があり、温度シミュレーションでの結

果ではケース１がなくケース２、ケース３のみとなっているが、選択肢は他にもあるので

はないか。科学的に整理すべき。

指摘事項

６

スポーツ振興センターのＨＰでは緑化計画があるので、なぜその計画ではいけないのか

（どの部分が賛成できず変更しなければならないのか）を論理的に記載するべき。

指摘事項

７

そもそも、人工地盤方式の見直しという提言を行うより、スポーツ振興センターの現行案

の問題点について指摘し、改善策を提案するというスタンスに立つのが妥当ではないか。

指摘事項

８

渋谷川の清流の復活について提言するには、既に決定されている都市計画等を確認した

上で、技術的、予算的、スケジュール的に実現可能な案であることを説明するべき。

指摘事項

９

災害時の広場における狭窄した空間のリスクについて記述があるが、スポーツ振興セン

ターの現行案のどこに問題があるのか、詳しい検証を行い指摘すべき。

指摘事項

１０

現状の提言案は、具体的な問題について言及しており、社会的インパクトも大きいと予測

されることから、スポーツ振興センターとの話し合いを行われたのであれば、それを踏ま

えた記述とするべきではないか。

指摘事項

１１

図(理解を助けるという観点から選択し)を本文に入れた方が分かりやすいのではないか 

指摘事項

１２

全体的に時系列に沿って述べた方が良いのではないか。ただし、前回東京オリンピックの

記述が重要といった理由があれば、必ずしも時系列に沿わなくとも良い。

指摘事項

１３

提言１の記述「次世代へと手渡すものとし、独立行政法人日本スポーツ振興センターは、

競技場周辺を取り囲む人工地盤の広場を見直し、」の「手渡すものとし」は、意味の明確

化のため、「手渡す観点から」と修正すべき。

指摘事項

１４

本文４－５行目「日本学術会議――――用意がある」は、削除して、その代わりに

3 行目に「市民、学識経験者」などとすべきである。 

資料５－別添３
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新旧対照表

指

摘

事

項

旧 新

１ 要旨 ⅲ

本文３頁１

～１２行

本文３頁の

下の部分に

追加

(1) 提言１ 人工地盤を見直し、神宮の森の生態系の特質を踏まえ、大地に

根ざした水循環を可能とする「本物の森」を創り出す。 

新国立競技場の建設が行われている神宮外苑は、良好な環境を維持継承す

るために定められた風致地区であり、大正年間より 100 年の歳月をかけ守り、

育てられてきた。新国立競技場建設地の既存樹木は、1545 本が伐採、219 本

が移植される予定である。しかしながら、現在、緑化計画に位置が示されてい

る移植樹は、わずかに 1 本（天然記念物）であり、74 本は人工地盤上への移

植、144 本の移植計画は明示されていない。人工地盤上は、大地との水循環が

遮断されており、建築構造物の寿命からみても 100 年を越えて永続していく

森に成長していくことは不可能である。また、人工地盤上の計画された樹種

では、木陰がほとんど確保されないことから、オリンピック開催時の盛夏に

おける熱環境は、極めて過酷なものになると推定される。 

したがって、神宮外苑の基本的理念である「良好な環境形成」を揺ぎない原

則として次世代へと手渡す観点から、スポーツ振興センターは、主として地

下施設のない人工地盤の広場を見直し、神宮の森の生態系の特質を踏まえた

検討を行い、水循環を回復させ、歴史と環境を尊重する東京の姿勢を世界に

示すべきである。国と東京都は、この施策の実現に向けて、全面的支援を行う

べきである。 

修正案では、１２頁～１６頁まで 

具体的な人工地盤の見直しについての提言は、新国立競技場の施設計画に準

拠し、地下施設及び動線計画を踏まえて行うものとする。図 16 は、新国立競技

場の周辺環境を、上記の視点から分類したものである。全部で７つのタイプに

わけられる。

以下、この 7 つのタイプごとに、人工地盤の下の地下施設及び動線について

検討し、森とせせらぎの再生方針について述べる。
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図 16 新国立競技場および周辺地域の地盤区分図 

（面積はスポーツ振興センター公表資料を踏まえて、本分科会で計測した

概数である。） 

 

Ａ：人工地盤ではない区域 （約１８，０９０㎡） 

 新国立競技場建設予定地は、東側が台地であり西側が谷地となっている。比

高差は、約７～８ｍであり、東側は台地に連続しているため人工地盤ではなく、

また地下施設も計画されていない。したがって、この区域では、現在の植栽計画

の問題と解決策の提案を行う。 

① 絵画館の背後の景観的に重要な区域について、神宮の森の生態

系の特質を踏まえ再考すべきある。 

② 天然記念物のスダジイの移植地を再考する。 
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このスダジイは、幹周り３．６ｍ、樹齢 350 年に及ぶ老木であ

る。中心部はすでに洞（うろ）になっており慎重に養生する必

要がある。照り返しの強いゲート広場は不適切であり、新設さ

れる明治公園の樹林帯の林縁の緑地に植栽すべきと考える。 

写真２ 天然記念物に指定されている樹齢 350 年のスダジイ 

Ｂ：地下構造物が無い人工地盤の区域（約４２２㎡） 

 千駄ヶ谷駅方面からみて、景観上、重要な台地と谷の境界となる斜面林のエ

リアである。斜面林は武蔵野の景観を構成する重要な要素であり、斜面林の再

生を行うため、人工地盤を見直す必要があると判断する。武蔵野の斜面林に典

型的に出現するイヌシデ・コナラ・イロハモミジ群落が適切である。動線計画上

の問題は生じない。 

Ｃ：地下構造物が無い人工地盤の区域（約２，９００㎡） 

 この区域は東京都体育館方面から、新国立競技場へアクセスする際の主要動

線に連続する区域である。外苑西通り上に建設されるペデストリアン・デッキ

と連続させる必要があり、スポーツ振興センターの原案通りとする。 

 しかしながら、基本的問題として、この区域の人工地盤上の通路は幅員が６

ｍしかない狭窄した区域があり、内部コンコースの幅員６ｍを加算しても１２

ｍしかない。多くの人びとが集まる都市公園や広場の設計における園路幅員の

技術基準は１５ｍ以上となっており［12］、非常時の避難等において、問題を有し

ている区域となっていることは、ここで指摘しておく。 

Ｄ：地下構造物が無い人工地盤の区域（約３，５００㎡、渋谷川を再生する区

域） 

 この区域は地下構造物がないが、立体公園に緑がないため、緑地帯を設ける

ために人工地盤が計画されている。この結果、人工地盤の下となる外苑西通り

沿いのエリアが、太陽の差し込むことのない暗い空間となっている。 

 この問題を解決するためにスポーツ振興センターでは、人工地盤の下の壁面

に緑化をする提案を行っている。光と水のない空間に豊かな緑を実現するため

には、「最先端の緑化技術」を導入し、多額の整備費をかけ、その後の継続的管

理費が必要となる。 

 本分科会は、最先端の緑化技術とは、「過酷な都市環境の中でも、持続可能な

緑化であり、しかも過度の整備費用や管理費を要さないもの」と考えている。多

額の管理費を充当しなければならない緑化は、たとえ最先端であったとしても
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「持続性」という規範に照らし、公共的空間への導入は、慎重に検討されるべき

と考える。 

 この問題を解決する最良の案は、人工地盤を見直し、大地に樹木を直接植栽

し、「本物の森」をつくりだすことにある。現在計画されている地表部へ下りる

階段をそのまま継承すれば、動線計画に支障をきたすことなく、この問題を解

決することができる。 

 当該区域には、暗渠となった渋谷川が、今でも下水道千駄ヶ谷幹線として流

れている。下水道については、現在、移設工事が行われているため、上部にせせ

らぎを再生することを提案する。 

Ｅ：地下構造物のある人工地盤の区域（約１４，７００㎡） 

 地下構造物計画を尊重し、原則としてスポーツ振興センターの案とするが、

人工地盤上の植栽計画については見直しが必要である。現行の計画は、並木及

びポケットパークとなっているが、樹種の選定、移植樹の導入は持続性のある

緑地の形成の観点から適切とは言いがたい。第二次明治神宮境内総合調査など

を踏まえ、学術的成果に準拠し、緑化計画を再検討すべきである。 

Ｆ：道路占用等による人工地盤の区域（約２，４７０㎡） 

  新国立競技場と新設される明治公園を結ぶために巨大なペデストリアン・

デッキが計画されている。写真３，４に見られるように、周辺の景観に大きな影

響を与えることになる。また、非常時における避難者の集中も課題である。当該

区域は、緩やかな坂道であり、台地の上部には日本青年館などもあり、２つの区

域のアクセスは、必ずしも巨大なデッキに依存しなければならない必然性は低

い。一方、このデッキが改善されれば、地下に計画されている秩父宮記念スポー

ツ博物館・図書館は、外苑西通りに沿った明るい視認性の高い魅力的な施設と

なり、集客性も格段に向上する。以上の理由から、当該エリアにおけるペデスト

リアン・デッキは、様ざまの観点を踏まえて、見直すことを提言する。 

写真３ 明治公園（2014 年）       写真４ 明治公園（計画案） 

Ｇ：都立公園予定地（約１７，１００㎡） 

新たに整備される都立明治公園予定地である。現時点で計画案は、スポーツ

振興センターが作成しているが、神宮の森の生態的特質を全く反映していない

こと、渋谷川の再生が盛り込まれていないこと、移植樹木の計画がないこと等

の問題がある。公園計画は、地域住民、ＮＰＯなど広範な人々が話し合いをしな

がら合意形成を行い、作成していくことが重要であり、当該地域においても早

急に話し合いの場と委員会をつくり、公園の具体的計画に着手することを提案

する。
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２ 本分科会は、指摘事項に示されている「日本学術会議は、オリンピック開催

について反対はしてこなかったことからオリンピック開催推進を前提とす

るものと認識」という見解を共有し、前提としております。

 このことから、本提言は、競技場の設計につきましては、独立行政法人日

本スポーツ振興センター（以下、ＪＳＣという）の計画を遵守しております。

したがいまして、人工地盤の下に施設が計画されている地域については、原

則、そのままとして提案をしております。（指摘事項１への回答をご覧くだ

さい。）

人工地盤の下に施設が計画されていない地区については、2 つの方針を提

示しております。第一の方針は、動線計画上、人工地盤が必要である区域に

ついては、ＪＳＣの案を遵守しております。ただ、この区間の一部には、き

わめて狭窄した通路空間（計画幅員 6ｍ）があります。都市公園技術基準に

おける多数の人々の集う広場空間は、幅員１５ｍ以上の通路の確保が必要で

あり、ＪＳＣの計画は、基準を大幅に下回っております。また、人工地盤上

に緑化を行うため、有効幅員は、より狭いものとなります。このため、ＪＳ

Ｃでは、内部のコンコースを非常時の避難動線として認定しておりますが、

内部のコンコースの幅員も６ｍであり、両者を合わせても１２ｍであり、基

準を大幅に下回ります。また、当然のことではありますが、内部と外部は壁

面により隔てられているのですから、異なる空間を同一とみなすことは、非

常時には不適切とおもわれます。公共施設は、何よりも人命の安全を踏まえ

た上での設計であるべきです。日本が誇る国際的な新国立競技場の主要動線

が、身近にある一般的公園の標準設計よりも遥かに劣るという現状は、きわ

めて憂慮すべきことです。ＪＳＣにおかれましては、この原則を遵守してい

ただきたいというコメントは、この間の協議で述べさせていただいておりま

す。提言のためには、８万人の動線に関するデータと詳細な分析が必要であ

るため、本提言には、いれておりません。

第二の方針は、人工地盤の下に競技場の地下施設がなく、かつ、人工地盤

を見直すことにより、多くの人びとの動線がより安全で快適なものとなり、

また、渋谷川の清流が復活する可能性のある区間に絞り、実現可能な改良案

を提示いたしました。本件につきましては、現在、ＪＳＣにおかれましては、

学術会議の提言を待ち、改良について検討に着手される予定です。

３ 今回の提案による人工地盤の見直しにつきまして、都市計画変更が必要か否か

は、提言を出す前提として、東京都および国土交通省に事前に相談をしており

ます（2015 年 1 月～2 月）。その理由は、御指摘のとおり、都市計画変更の必要

が生じますと、2019 年までの竣工は不可能となり、本提言の提出はできないこ

とになるという認識からです。

 東京都は、「人工地盤を廃止するのではなく、部分的な見直しである場合、都

市計画変更の必要はない」という御見解です。この理由は、都市計画公園の実態

は、都市計画決定の内容と実際の整備は、様ざまの条件から異なる場合が大半
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で、完全に整合している事例はほとんどないという状況に基づくものです。こ

のような状況は、公園の分野では周知の事実であり、今回は、念のため再確認を

いたしました。国土交通省の御見解も、東京都と同じであり、「平成 25 年 6 月

17 日の東京都決定で問題はない」ということです。 

 

４  御指摘の内容で、「人工地盤に反対」とかかれてありますが、本提言は、反対で

はなく「見直すべき」という提言ですので、誤解がないように、お願いいたしま

す。 

その上で、「何故計画が公表された直後ではなく、現時点で」、見直しを主張する

のか、「特段の理由について」、御説明いたします。 

 本計画は、東京都決定ではありますが、都市計画法基づく開発許可の権限は、

新宿区、渋谷区にあります。このため、スポーツ振興センターは、新宿区景観ま

ちづくり審議会（第 55 回、2014 年 10 月開催）に、より具体的な計画案の提示

を行いました。新国立競技場の具体的な緑化計画と周辺環境への配慮が示され

たのは、この報告書がはじめてでした。現在でも、ＪＳＣのホームページには、

この改良案は掲載されておらず、新宿区景観審議会のホームページで確認をす

るしかありません。 

 この改良案は、以下の観点から、学術会議として提言すべき「特段の問題があ

る」ため、スケジュールに時間的余裕がない中でも、実現可能と判断できる部分

について提言を行ったものです。 

問題点① 基本的問題としては、神宮の森に関する学術調査を全くレヴューし

ておらず、生態系の特質を踏まえた植栽計画や再生の方法論が欠落しているこ

とにあります。神宮の森を、１００年を超える持続的に成長していく森とする

ためには、学術的視点が不可欠であるという点が、本提言を学術会議から提示

する最大の意味です。 

工事との現実的対応としては、風致地区であり、原則樹木の伐採はひかえる

べきですが、今回は、周到な再生計画を提示するという条件で、移植、伐採工

事が行われました。既存樹木１７６４本のうち、伐採樹木は１５４５本、移植

樹木は、219 本でした。 

しかしながら、2014 年 10 月に報告された計画案では、移植樹木の位置が

明示されているのは、わずかに 1 本にすぎず、概ねの移植樹木の総数は７５本

と記載されているにすぎません。移植樹木の残りの１４４本は、どのようにな

るのか明示がありません。 

通常、都市計画変更を伴う公園整備では、樹木は基本財産であり、1 本にい

るまで、正確に移植の位置を示すことが必須ですが、日本スポーツ振興センタ

ーの計画には、この重要な事項が完全に欠落しております。また、1 本のみ場所

が明示されている樹木は、天然記念物に指定されている樹齢３５０年のスダジ

イですが、メインゲートの舗装された広場の過酷な環境の中に移植が計画され

ており、老木の生育環境としては、不適切です。また、残りの７４本の樹木も、

すべて人工地盤上の土壌厚の薄い環境に植栽が計画されております。大地に直
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接、根を張り、伸び伸びと１００年にわたり、たくましく生育してきた樹木にと

っては、きわめて過酷であり、また、このような巨大な樹木を支えるためには、

人工地盤の土壌厚は、特段の配慮が必要となると思われます。 

以上、基本的な生態的特質を活かした森の再生、現実の工事過程での不適切な

対応の双方から、提言を行う必要があると判断いたしました。 

 

問題点②：1964 年のオリンピック時に暗渠となおった渋谷川につきましては、

新宿区、渋谷区、ＮＰＯ，周辺住民の皆さんから、再三、ＪＳＣに再生の要望

があったにもかかわらず、2014 年 10 月の計画案には全く反映されませんでし

た。新宿区、渋谷区、ＮＰＯ渋谷川ルネサンスにおかれましては、継続してＪ

ＳＣに要請を続けるとのことで、学術会議としても、提言を発する必要がある

と判断いたしました。 

問題点③：今回の新国立競技場の建設は、明治公園を取り壊し、立体公園にし、

現在の都立霞ヶ丘住宅の敷地に新しく公園を整備することが前提となってお

ります。 

 しかしながら、2014 年 10 月にだされた計画案では、この新しい公園につい

ては、何の進展もみることができません。都立公園であるにもかかわらず、この

案は、ＪＳＣが単独で描いているものであり協議ができていないとのことです。

また、都立住宅の住民のかたの移転も完了しておりません。この部分のみ、イメ

ージ図と記載されていますのは、このような事情があるためです。 

東京都とＪＳＣの協議が整っていない最大の理由は、新しい都市公園を整備

する費用をどこが負担するかで結論がでていないということです。2019 年の竣

工を目指しているにもかかわらず、計画案すらないという状況にあります。費

用負担は、東京都の主張は原因者であるＪＳＣが行うべきという主張であり、

ＪＳＣは都立公園なので東京都が負担すべきということで、歩み寄りがないと

のことです。 

今回の提言が、神宮の森全体を見据えた視点の重要性、渋谷川の再生、市民の

協力が必要という基本的考え方を提示しているのは、このような状況を打開す

る必要が喫緊の課題として存在しているためです。 

以上、本提言は、2014 年１０月に始めて開示された周辺環境に関する具体

的計画が、上記の理由から特段の問題があるという認識に基づき、取りまとめ

たものです。時間は限られておりましたが、広く意見を交わすために、2015 年

2 月 20 日には、公開シンポジウム「神宮の森と東京オリンピック２０２０を考

える」を開催いたしました。 

このような時期になってしまいましたのは、具体的計画を 2014 年１０月ま

で開示しなかったＪＳＣ側にも責任があると考えます。私どもは、2014 年１０

月以降、最短のスピードで協議を重ね、提言をとりまとめる努力を行ってきた

ことを申し添えます。 
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５  私どもも、「日本学術会議の提言は、科学の観点から述べる必要がある」ことを、

極めて重要であると考え、シミュレーションを行いました。これは、神宮外苑の

毎木調査からはじめたものであり、1 年半をかけ行ったものです。論文は、第 28

回数値流体科学シンポジウムで受理、2014 年 12 月に発表を行っております。

また、2015 年 7 月にフランスで開催される国際会議 ICUC9（9th International 

Conference on Urban Climate，http://www.meteo.fr/icuc9/）におきましても、

受理され発表の運びとなっております。 

 ケース１，２，３とましたのは、ケース１は、元の国立競技場（いまは取り壊

されました）、ケース２がＪＳＣ案、ケース３が森とせせらぎ案で、この三者が

比較検討するにふさわしいと判断したためです。地球シミュレーターは、多額

の費用を要するため、3 案ほどが、私どもとしては限度であるという判断でし

た。 

 論文は、取り壊しが決定しております旧国立競技場を論じても意味がないと

判断し、計画されている案（ケース２）と、もし改良が可能であったらという前

提でケース３に絞りまとまたものです。 

 ケース１に関する記載がないという御指摘でしたので、資料１として、シミ

ュレーションの結果を記載いたします。 Case1 では，敷地の西側の外苑西通り

沿いに樹林帯があったため、比較的気温が低く，相対湿度が高い結果となって

います。しかし，競技場のすぐ西側では，気温が高く，相対湿度が低くなってい

ます。これは、競技場のすぐ西側においてアスファルト面に日射が直接あたり，

地表面温度が高くなっていることに起因しており、樹木の有する熱環境改善の

効果が、得られていることを申し添えます。 

（なお、これは、まだ、学会発表前であるため、ＪＡＭＳＴＥＣより、査読の先

生への説明資料としてのみ使用していただきたいという要請がありますことを

申し添えます。論文のオリジナリティを守るためですので、ご容赦ください。）

 

６  ＪＳＣのＨＰに記載されている緑化計画は、2014 年 5 月のものであり、わずか

1 ページのコンセプトのみがのべられている不十分なものです。 

今回の提言は、2014 年 10 月に発表された具体的計画に基づき、指摘事項１の

回答で示したように、樹木 1 本にいたるまで樹種と植栽位置を精査し、論理的

に問題点を示し、検討をしております。いささか、詳しすぎる記載とかんがえま

したが、緑化の場合は、樹種により特色が異なるため、前述のような回答となっ

ておりますことを、ご容赦ください。 

 

７  競技場の設計に関しては、すでに多くの議論が行われております。この提言は、

２０１４年１０月にようやく開示された緑化に対する改善案であり、そこに限

定した提案としております。 

 

８  都市計画決定は、区域と面積を明示したものであり、その中に渋谷川を再生す

ることは、整備内容の問題となるため、問題はありません。 
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 技術的、予算的には、新宿御苑地区の事例を示したとおり問題はありません。

 課題は、渋谷川の再生の主体が、何処になるかということであり、これは、こ

の提言を踏まえて、関係諸機関で話し合いの場がスタートすることとなると思

います。その意味で、学術会議からの提言は、大きな意味を持っています。 

 

９  

要旨ⅱ ３

３行目 

本 文 ２ 頁 

６行目 

この問題については、狭窄した空間の存在について、指摘事項２の中で詳細に

述べました。ただ、この問題は、本提言の本筋ではなく、データの検証などは、

不十分であるため、提言としては削除いたしました。参考のため、都市公園計画

技術基準に示された園路復員の一覧表を添付いたします。 

 

10  本提言は、スポーツ振興センターとの話し合いを踏まえて提言しております。

この修正案につきましも、事前の話し合いをしております。ＪＳＣとしては、

本提言が工事の遅延を招くものではなく、よりよい環境をつくって提言である

と理解しておられ、速やかな提言の発表を待っておられます。 

 

11  御指摘のとおりですので、図は、本文中に挿入いたしました。 

 

12  御指摘のとおり修正いたしました。 

本文１７－１８頁 

13 本文 3 頁 

 

御指摘のとおり修正いたしました。要旨ⅲ、本文１２頁 

神宮外苑の基本的理念である「良好な環境形成」を揺ぎない原則として次世代

へと手渡す観点から、スポーツ振興センターは、主として地下施設のない人工
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地盤の広場を見直し、神宮の森の生態系の特質を踏まえた検討を行い、水循環

を回復させ、歴史と環境を尊重する東京の姿勢を世界に示すべきである。 

14 本文 5 頁 御指摘のとおり修正いたしました。要旨ⅲ、本文１７頁 

国、東京都、スポーツ振興センター、新宿区、渋谷区、港区等は、関係する多様

な団体、市民、学識経験者などの意見を聞き、将来ヴィジョン策定委員会を立ち

上げ検討を開始すべきである。 

 

 全体的修正 

 

 

 

渋谷川に関する記述が、玉川上水余水吐けと記載している部分があり、わかり

にくいため、渋谷川に統一いたしました。 

（渋谷川の最上流部が、玉川上水余水吐けとなっております） 

 要旨ⅱ １

１行目 

本文１６行

目 

２０１９年に開催されるラグビーワールドカップ 

と修正いたしました。 

 

 

 全体的修正 

 

 

 

要旨 ⅲ 

本文３ 

本提言は、神宮の森の学術的調査にもとづく、生態系の特質をいかした再生、緑

化を行っていただきたいという主旨が重要であるため、「神宮の森の生態系の特

質を踏まえ」という文章を追加いたしました。 

 

提言１ 人工地盤を見直し、神宮の森の生態系の特質を踏まえ、大地に根ざ

した水循環を可能とする「本物の森」を創り出す。 

 

 要旨 ⅱ 

 

緑化計画の問題点を明確にするため、説明を追加いたしました。 

本文 ５頁 １３～２６行目、６頁 １～１８行目 

  

平成 26 年 5 月に独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下、スポーツ

振興センターという）が公表した新国立競技場完成予想図（案）では、人工地

盤上の公園にほとんど樹木がなく、周辺環境との調和への配慮が十分ではな

かった。このため、スポーツ振興センターは、平成 25 年 10 月、具体的な緑

化計画案の提示を行った。本分科会では、この案を慎重に検討した結果、人工

地盤上の緑化計画が、樹木の持続的生育の観点から困難な問題を抱えている

こと、地域住民から要望されてきた渋谷川の再生が提示されなかったこと、

学術的に明らかとなっている神宮の森の生態系の特質を踏まえた検討が行わ

れなかったこと等の問題があることが分かった。 

このような問題をかかえてはいるが当該区域は、再開発促進区に指定され

ているため、樹木の伐採は進行中であり、新国立競技場建設予定地に存在し

た 1764 本の樹木のうち、移植される樹木は、12.4％の 219 本であり、1545 本

の樹木が伐採予定（一部、伐採済み）となっている（表１）。 

しかしながら、移植が進められている 219 本のうち、緑化計画図に位置が

明示されている樹木は、天然記念物に指定されているスダジイ 1本（写真２）
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のみであり、その他の 74 本は人工地盤上への移植と記載されているにすぎ

ず、残りの 144 本については計画が公表されていない。天然記念物のスダジ

イは、樹齢 350 年であり、幹の中央部が洞（うろ）となっており、現在の計画

に示された熱環境が苛酷となる広場への移植は、極めて困難である。また、大

地に根をはり成長してきた樹木が人工地盤上で持続的に成長していくために

は、強度の剪定を行うなどの措置が必要となる。 

より基本的問題として、緑化計画については「神宮の森と調和する植栽樹

種」を選定すると述べられているが、神宮の森の生態系の特質に関する考察

が十分に行われているとは言いがたい。本分科会は、明治神宮鎮座１００年

を記念して行われた「第二次明治神宮境内総合調査」［３］に協力、監修を行っ

てきた。この総合調査では、植物（毎木調査、群落調査）、菌類、動物（哺乳

類、鳥類、両生類、爬虫類、魚類、昆虫、蛾、くも、土壌動物）等の調査が行

われた。植物社会学に基づく群落調査では、当該地域の群落は、常緑広葉樹林

（クスノキースダジイ群落、シラカシ群落など）、常緑落葉混交林（ケヤキー

シラカシ群落）、落葉広葉樹林（イヌシデーコナラ群落など）から構成されて

いる。永続性のある緑化を実現するためには、生態系の目標像を踏まえた検

討が必要である。 

 

 本文２頁９

～１９行目 

渋谷川を取り巻く状況につきましては、ＮＰＯの動きなども重要であるという

御指摘を幹事会で頂戴いたしましたので、以下のように修正いたしました。 

本文６～７頁 

明治公園内を暗渠となって流れる渋谷川は、その復活とせせらぎ水路の整

備が、地域住民やＮＰＯから強く要望されているにもかかわらず、今日まで、

ほとんど検討されることなく下水道千駄ヶ谷幹線としての再整備の工事が進

行中である。川と森は、一体の環境として継承されてきたが、計画案では、人

工地盤下の空間（地下空間）となるため樹木は生育することできない。この人

工地盤下の空間は、外苑西通りに沿って延長 450ｍに及ぶが、照度、騒音、排

気ガス等の問題、また、将来、治安上の問題をかかえる場所となる危険性をは

らんでいる。 

また、現在の霞ヶ丘都営住宅の敷地には、新しく明治公園がつくられる予

定であるが、現在の計画は、スポーツ振興センターが平成 26 年 5 月に提示し

た案から進展が全くみられず、この地区を同じく暗渠となって流れている渋

谷川の再生については検討が行われていない。 

このような状況の中で、長年、渋谷川の再生に取り組んできたＮＰＯ渋谷

川ルネッサンスは、「明治神宮の自然と共生する“新国立競技場”の創造を」

という要望書をだし、関係機関への働きかけを行っている。 

 

 要旨ⅲ35 目 

本文 19 頁 

４行目 

港区を追加いたしました 
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資料１ 
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